
 
 

川崎市立高等学校入学選考料等徴収条例施行規則の一部を改正する規則

（案） 

川崎市立高等学校入学選考料等徴収条例施行規則(昭和３１年川崎市教育委

員会規則第４号)の一部を次のように改正する。 

題名を次のように改める。 

川崎市立高等学校及び川崎市立川崎高等学校附属中学校の入学選考料等

の徴収に関する条例施行規則 

第１条中「川崎市立高等学校入学選考料等徴収条例」を「川崎市立高等学校

及び川崎市立川崎高等学校附属中学校の入学選考料等の徴収に関する条例」に

改める。 

 第１０条中「の際に」を「までに」に改める。 

 第１号様式（１）中 

「 

生徒 

氏  名  

学校名等 川崎市立   学校     制   第  学年

 」 

を 

「 

生徒 

氏  名  

学校名等  

                                  」 

に改め、 

「 

（案１） 
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添付書類 

□ 生活保護受給証明書（写し） 
 
□ 非課税証明書（写し） 
 
□ 児童扶養手当受給証（写し） 
 
□ 児童養護施設在園証明書（写し） 
 
□ 福祉医療証（写し） 
 
□ 無職無収入証明書（写し） 
 
□ 生活福祉資金貸付証書（写し） 
 
□ その他(                 ) 

 」 

を 

「 

添付書類  

                                 」 

に改め、注中「１回」を「授業料について、１回」に改める。 

第１号様式（２）中 

「 

生徒 

氏  名  

学校名等 川崎市立   学校     制   第  学年

                                  」 

を 
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「 

生徒 

氏  名  

学校名等  

                                  」 

に改め、注中「１回」を「授業料について、１回」に改める。 

第２号様式（１）及び第２号様式（２）中 

「 

生徒 

氏  名  

学校名等 川崎市立   学校     制   第  学年

 」 

を 

「 

生徒 

氏  名  

学校名等  

                                  」 

に改める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、

当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる

。
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制 定 理 由 

 

川崎市立高等学校入学選考料等徴収条例の一部改正に伴い所要の整備を行う

こと等のため、この規則を制定するものである。 
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川崎市立高等学校入学選考料等徴収条例施行規則の一部を改正する規則新旧対照表 

 

 改正後 改正前 

○川崎市立高等学校及び川崎市立川崎高等学校附属中学校の入学選考料

等の徴収に関する条例施行規則 

○川崎市立高等学校入学選考料等徴収条例施行規則 

昭和31年６月15日教委規則第４号 昭和31年６月15日教委規則第４号

（目的） （目的） 

第１条 川崎市立高等学校及び川崎市立川崎高等学校附属中学校の入学選考

料等の徴収に関する条例（昭和23年川崎市条例第26号。以下「条例」とい

う。）の施行については、他に特別の定めがある場合を除くほか、この規

則の定めるところによる。 

第１条 川崎市立高等学校入学選考料等徴収条例（昭和23年川崎市条例第26

号。以下「条例」という。）の施行については、他に特別の定めがある場

合を除くほか、この規則の定めるところによる。 

  

（第２条～第９条 略） （第２条～第９条 略） 

  

（入学選考料、入学料及び聴講料の徴収） （入学選考料、入学料及び聴講料の徴収） 

第10条 入学選考料は、入学願書提出までに、入学料は、入学を許可した日

から７日以内に徴収する。 

第10条 入学選考料は、入学願書提出の際に、入学料は、入学を許可した日

から７日以内に徴収する。 

２ 前項の規定にかかわらず、川崎市立高等学校（以下「高等学校」という。）

第１学年入学者選抜の場合において同一の高等学校内又は高等学校相互間

において志願変更をするときは、入学選考料を徴収しない。ただし、高等

学校の定時制の課程から全日制の課程に志願変更をする場合は、全日制の

課程に係る入学選考料の額と定時制の課程に係る入学選考料の額との差額

を志願変更の際に徴収する。 

２ 前項の規定にかかわらず、川崎市立高等学校（以下「高等学校」という。）

第１学年入学者選抜の場合において同一の高等学校内又は高等学校相互間

において志願変更をするときは、入学選考料を徴収しない。ただし、高等

学校の定時制の課程から全日制の課程に志願変更をする場合は、全日制の

課程に係る入学選考料の額と定時制の課程に係る入学選考料の額との差額

を志願変更の際に徴収する。 

３ 聴講料は、聴講を許可した日から７日以内に徴収する。 ３ 聴講料は、聴講を許可した日から７日以内に徴収する。 

 

 （第11条～附則 略） 

 

 （第11条～附則 略） 
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第１号様式（１） 第１号様式（１） 

 
入 学 選 考 料 等 免 除 申 請 書 

 
年  月  日

 
 (あて先)川崎市教育委員会 
 
         保 護 者   住 所                   

氏 名                  印

□ 入 学 選 考 料

 
□ 入 学 料

 
□ 授 業 料

の免除を次のとおり申請します。 

生 徒 
氏 名   

学 校 名 等   

 
理 由 

 
 詳しく記入して

ください。 

  
  
  
  

授 業 料 の 免 除 期 間 年  月  日 ～   年  月  日    月間

添 付 書 類  

 

 
入 学 選 考 料 等 免 除 申 請 書 

 
年  月  日

 
 (あて先)川崎市教育委員会 
 

 保 護 者   住 所                   

氏 名                  印

□ 入 学 選 考 料

 
□ 入 学 料

 
□ 授 業 料

の免除を次のとおり申請します。 

生 徒

氏 名   

学 校 名 等 川崎市立     学校        制    第    学年 

 
理 由 

 
 詳しく記入して

ください。 

  
  
  
  

授 業 料 の 免 除 期 間 年  月  日 ～   年  月  日    月間

添 付 書 類

□ 生活保護受給証明書（写し） 
 
□ 非課税証明書（写し） 
 
□ 児童扶養手当受給証（写し） 
 
□ 児童養護施設在園証明書（写し） 
 
□ 福祉医療証（写し） 
 
□ 無職無収入証明書（写し） 
 
□ 生活福祉資金貸付証書（写し） 
 
□ その他(                 ) 

  注 1 授業料について、1回の申請で免除を受けることができる期間は6箇月以内です。 

    2 □のある欄には、該当する□内にレ印を記入してください。 

  注 1 1回の申請で免除を受けることができる期間は6箇月以内です。 

    2 □のある欄には、該当する□内にレ印を記入してください。 
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第１号様式（２） 
 

入 学 選 考 料 等 減 額 申 請 書 
 

年  月  日

 
 (あて先)川崎市教育委員会 
 
         保 護 者   住 所                   

氏 名                  印

□ 入 学 選 考 料

 
□ 入 学 料

 
□ 授 業 料

の減額を次のとおり申請します。 

生 徒 
氏 名   

学 校 名 等   

 
理 由 

 
 詳しく記入して

ください。 

  

  
  
  

授 業 料 の 減 額 期 間 年  月  日 ～   年  月  日    月間

添 付 書 類  

 

第１号様式（２） 
 

入 学 選 考 料 減 額 申 請 書 
 

年  月  日

 
 (あて先)川崎市教育委員会 
 
         保 護 者   住 所                   

氏 名                  印

□ 入 学 選 考 料

 
□ 入 学 料

 
□ 授 業 料

の減額を次のとおり申請します。 

生 徒

氏 名   

学 校 名 等 川崎市立     学校        制    第    学年 

 
理 由 

 
 詳しく記入して

ください。 

  

  
  
  

授 業 料 の 減 額 期 間 年  月  日 ～   年  月  日    月間

添 付 書 類  

  注 1 授業料について、1回の申請で減額を受けることができる期間は6箇月以内です。 

    2 □のある欄には、該当する□内にレ印を記入してください。 

  注 1 1回の申請で減額を受けることができる期間は6箇月以内です。 

    2 □のある欄には、該当する□内にレ印を記入してください。 
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第２号様式（１） 
 

入 学 選 考 料 等 免 除 許 可 書 
 

第  号

年  月  日

          様 
 

川崎市教育委員会 印  

 

  年  月  日付けで申請のあった 

□入学選考料

 
□入 学 料

 
□授 業 料

の免除について、次のとおり 

許可します。 

生

徒 

氏 名
  

学 校 名 等  

免 除 内 容

  

授業料の免除期間 年  月  日 ～   年  月  日   月間

  

 

 

第２号様式（１） 
 

入 学 選 考 料 等 免 除 許 可 書 
 

第  号

年  月  日

          様 
 

川崎市教育委員会 印  

 

  年  月  日付けで申請のあった

□入学選考料

 
□入 学 料

 
□授 業 料

の免除について、次のとおり 

許可します。 

生

徒

氏 名
  

学 校 名 等 川崎市立     学校       制   第  学年 

免 除 内 容

  

授業料の免除期間 年  月  日 ～   年  月  日   月間
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第２号様式（２） 
 

入 学 選 考 料 等 減 額 許 可 書 
 

第  号

年  月  日

          様 
 

川崎市教育委員会 印  

 

  年  月  日付けで申請のあった 

□入学選考料

 
□入 学 料

 
□授 業 料

の減額について、次のとおり 

許可します。 

生

徒 

氏 名   

学 校 名 等  

減 額 内 容

  

授業料の減額期間 年  月  日 ～   年  月  日   月間

  

 

 

第２号様式（２） 
 

入 学 選 考 料 等 減 額 許 可 書 
 

第  号

年  月  日

          様 
 

川崎市教育委員会 印  

 

  年  月  日付けで申請のあった

□入学選考料

 
□入 学 料

 
□授 業 料

の減額について、次のとおり 

許可します。 

生

徒

氏 名
  

学 校 名 等 川崎市立     学校       制   第  学年 

減 額 内 容

  

授業料の減額期間 年  月  日 ～   年  月  日   月間
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